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１ 介護予防・日常生活支援総合事業の目的 

平戸市では平成 29 年 4 月から、要支援１・２の人が利用できる介護保険サービスのう

ち、これまで全国一律のサービスであった「介護予防訪問介護（ホームヘルプ）」と「介護予

防通所介護（デイサービス）」を平戸市が実施する新しい介護予防・日常生活支援総合事業

（以下「総合事業」といいます。）の訪問型サービスと通所型サービスへ移行します。 

この事業は、単にサービス提供の枠組みが変わるということではなく、専門職によるサービ

スが必要な方には専門的サービスを確保しつつ、更に、地域の社会資源を活用して、地域住

民、民間事業者などの多様な主体によるサービスの提供を充実させることで、高齢者の様々

なニーズに対応していくことを目的としています。 

 

（（（（１１１１））））サービスの内容や料金が多様化します。サービスの内容や料金が多様化します。サービスの内容や料金が多様化します。サービスの内容や料金が多様化します。    

平成 29 年 4 月以降、要支援１・２の認定を受けた方（更新含む）や事業対象者と判定

された方は、総合事業として、現行の国基準の訪問介護相当サービス、通所介護相当サー

ビスを利用できます。また、現行のサービスに加えて、平戸市独自の多様なサービスを創

設し、シルバー人材センターによる訪問型サービスＢやミニデイサービス（短時間）等に

よる通所型サービス A を実施します。平戸市独自のサービスは国基準より幅広いサービス

を提供し、また国基準よりも低廉な料金で提供します。 

（（（（２２２２））））総合事業によるサービスのみを利用する場合は、迅速にサービ総合事業によるサービスのみを利用する場合は、迅速にサービ総合事業によるサービスのみを利用する場合は、迅速にサービ総合事業によるサービスのみを利用する場合は、迅速にサービススススをををを利用できます。利用できます。利用できます。利用できます。    

総合事業によるサービスのみを利用する場合等は、要介護認定を省略して、基本チェック 

リストで判断するため、迅速にサービスの利用ができます。 

（（（（３３３３））））元気な高齢者や地域住民の力を生かし元気な高齢者や地域住民の力を生かし元気な高齢者や地域住民の力を生かし元気な高齢者や地域住民の力を生かしたたたた支え合いの体制支え合いの体制支え合いの体制支え合いの体制づくりづくりづくりづくりがががが推進されます推進されます推進されます推進されます。。。。    

元気な高齢者や地域住民が高齢者の生活を支え、介護を予防する担い手となることによっ 

て、地域における支え合いの体制ができていきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 総合事業の開始による変更点 
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１ 介護予防・生活支援サービス事業 

対象者：要支援者及び事業対象者 

    ①要支援１・２の認定を受けている者 

    ②基本チェックリストで生活機能が低下していると判断された者（総合事業対象者） 

 

事業 内容 種類 

訪問型サービス 

ホームヘルパーが居宅を訪問

し、生活援助のみ、又は身体介

護・生活援助を行います。シル

バー人材センターが、支援が必

要な人の買い物など生活援助を

行います。 

訪問介護相当サービス 

訪問型サービス A 

（緩和した基準によるサービス） 

訪問型サービス B 

（シルバー人材センターによるサービス） 

通所型サービス 

通所介護施設で、日常生活上の

支援や生活行為向上のための支

援を行います。 

通所介護相当サービス 

通所型サービス A[入浴除く] 

（緩和した基準によるサービス） 

その他の 

生活支援サービス 

栄養改善及び見守りを目的とし

た配食サービスを行います。 
「食」の自立支援事業 

介護予防 

ケアマネジメント 

総合事業等によるサービス等が適切に提供できるように地域

包括支援センターや居宅介護支援事業者がケアプランを作成

します。 

 

 

２ 主な一般介護予防事業 

対象者：６５歳以上のすべての高齢者とその支援のための活動に関わる者 

 

介護予防 

普及啓発事業 

週に１～２回平戸よかよか体操を中心に実施している住民主体の

通いの場や月に１回程度のサロンを行います。 

地域介護予防 

活動支援事業 

地域住民が高齢者の家事支援や通いの場のサービスの担い手とし

て活躍する「地域を支えるサポーター養成講座」を行います。高

齢者の支援活動を行った者に対する謝礼としてポイントで換金す

る「介護支援ボランティアポイント事業」を行います。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

３ 総合事業を構成する事業内容 
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４ 介護予防・生活支援サービス事業の対象者  

 ①平成29年４月１日以降に、新規・区分変更・更新により要支援認定を受けた方 

 ②平成29年４月１日以降に、基本チェックリストにより事業対象者と判定された方 

※ 介護予防訪問看護、介護予防訪問入浴介護、介護予防短期入所生活介護、介護予防福祉

用具貸与、介護予防地域密着型サービス等の利用者は、予防給付対象者となるため要支援

認定申請を行います。 

※ 特定介護予防福祉用具購入や介護予防住宅改修、介護予防居宅療養管理指導の利用が必

要な場合も要支援認定申請を行います。 

※ 第２号被保険者については特定疾病に起因して要介護状態等となっていることがサービ

スを受ける前提となるため、要支援認定の申請を行います。 

 

５ 総合事業への移行方法 

 平戸市では、平成 29 年４月１日から、１年間をかけて市内全域で総合事業へ移行してい

きます。平成 29 年 3 月 31 日以前に要支援認定を受けていた方は、平成２９年４月１日以

降、要支援認定更新申請又は区分変更申請をして新たに要支援認定を受けるまでは、従来の

介護予防給付によるサービス（介護予防訪問介護・介護予防通所介護）を利用し、更新又は

変更後に総合事業のサービスを利用することになります。 

    

＜介護予防給付から総合事業＜介護予防給付から総合事業＜介護予防給付から総合事業＜介護予防給付から総合事業ののののサービスへの移行例＞サービスへの移行例＞サービスへの移行例＞サービスへの移行例＞ 
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６ 総合事業利用フローチャート 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65歳以上の人、要支援認定者 

[相談先] 
福祉課介護保険班 各支所・各出張所 
地域包括支援センター 高齢者支援センター 居宅介護支援事業者 

平戸市版ケーススクリーニング 

基本チェックリストの作成 要支援・要介護認定申請 

事業対象者 非該当 要支援１・２ 事業対象者 
非該当 

地域包括支援センター 

受託居宅介護支援事業者 

⑦給付管理 

要介護１～５ 

②介護予防支援利用契約書（仮称） 

④ケアプランの交付 

③介護予防ケアマネジメ
ント（プラン）の作成 

介護予防サービス計画の
作成 

⑤サービス事業 
の提供 

介護予防サービス 
の提供 

⑧事業実施報告 

⑥モニタリング・評価 

一般介護予防事業 

※要介護１～５
については省略 

４ 

①
事
業
対
象
者
登
録
ま
で
の
手
続
き 



 

①事業対象者登録までの手続き →総合事業利用手続きフローチャート①を参照（4 頁） 

【平戸市版ケーススクリーニングの活用】 

福祉課介護保険班、各支所・各出張所、地域包括支援センター、高齢者支援センター、

居宅介護支援事業者の窓口において、来所者から相談の目的や希望するサービスを聞き取

り、明らかに要支援・要介護認定申請が必要か、それとも事業対象者であるかを判断する

ために、「平戸市版ケーススクリーニング」を実施します。明らかに要支援・要介護認定

申請の必要性が低いと判断された場合等は、地域包括支援センターや高齢者支援センター

や受託居宅介護支援事業者が訪問を行い、介護サービス・介護予防サービス、サービス事

業、一般介護予防事業などの利用対象者であるかどうかを判断します。 

総合事業の対象者である場合には、基本チェックリストを実施します。 

担当する居宅介護支援事業者を決定し、利用者が介護予防ケアマネジメント依頼届の様

式である「介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」を記入します。 

総合事業のみの利用であれば、下記の必須様式を高齢者支援センター、受託居宅介護支

援事業者が地域包括支援センターに提出します。 

 

 

 

 

 

 

 

【被保険者証の交付】 

地域包括支援センターは、サービス事業にかかる「平戸市版ケーススクリーニング」、

「基本チェックリスト」、「介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」を受領後、利

用者へ被保険者証を交付します。 

 

 ②利用契約 →総合事業利用手続きフローチャート②を参照（4 頁） 

受託居宅介護支援事業者・地域包括支援センター（以下、受託介護支援事業者等）が利

用者宅を訪問し、利用者の同意を得た上で、契約の締結を行い、介護予防ケアマネジメン

トを開始します。 

 

 

 

 

  

 

 

７ 総合事業を利用するまでの手続き 

＜必要書類＞ 

「介護予防支援利用契約書〔仮称〕（重要事項説明書を含む」 

※従来の介護予防支援の契約書と一体化させたものを作成する。 

＜総合事業のみの利用の必須様式＞ 

「平戸市版ケーススクリーニング」 

「基本チェックリスト」 

「介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書」 

※必要時「委任状」 

５ 



③ケアプラン原案作成 →総合事業利用手続きフローチャート③を参照（4 頁） 

【ケアプランの原案作成】 

利用者宅を訪問し、利用者・家族等と面接してアセスメントを行います。心身機能・活

動・参加に着目し、適宜「興味・関心シート」を用います。アセスメント結果により、必

要な支援について利用者と調整し、「介護予防サービス・支援計画書（ケアプラン原案）」

を作成します。 

 

【サービス担当者会議の開催】 

サービス担当者会議を開催します。 

 

【地域包括支援センターによる「介護予防サービス・支援計画表」の原案確認・提出】 

→総合事業利用手続きフローチャート③を参照（4 頁） 

地域包括支援センターによる「介護予防サービス・支援計画表」の原案確認については

以下のとおりです。 

  原案確認後、受託居宅介護支援事業者は「利用者基本情報」、「介護予防サービス・支

援計画表」、「介護予防支援経過記録」、「介護予防支援サービス評価表」を地域包括支援

センターに提出します。 

 

 

 

 

  

ケアマネジメント A 

（現行相当サービス、サービス A） 
介護予防サービス・支援計画表を作成 

ケアマネジメント C 

（訪問型サービス B、食の自立支援事業等） 

介護予防サービス・支援計画表（但し網掛け部

分は省略できる様式）を作成 

ケアマネジメント A 

（現行相当サービス、サービス A） 
サービス担当者会議は必要 

ケアマネジメント C 

（訪問型サービス B、食の自立支援事業等） 

サービス担当者会議は不要 

※ただし、訪問型サービス B は必要 

新規事業対象者や更新後サービス内容に変

更がある対象者 

(例１:予防訪問介護→訪問型サービス A、 

例２：予防訪問介護→訪問型サービス B) 

従来からの新規・区分変更等要支援認定

者の対応どおり、地域包括支援センターが

サービス担当者会議に参加し、「介護予防サ

ービス・支援計画表」の原案確認を行う。 

更新後サービス内容に変更がない対象者 

（例１：予防訪問介護→現行相当、 

例２：予防通所介護→現行相当） 

従来からの更新要支援認定者の対応どお

り、「介護予防サービス・支援計画表」の原

案もしくは担当者会議後の計画表を地域包

括支援センターが窓口で確認する。 

６ 



 ④ケアプランの交付 →総合事業利用手続きフローチャート④を参照（4 頁） 

【ケアプランの交付】 

受託居宅介護支援事業者等は、利用者及びサービス事業所に「介護予防サービス・支援

計画表（写し）」、「利用者基本情報（写し）」、「基本チェックリスト」を交付します。 

 

【個別サービス計画の作成】 

サービス事業者は、事前アセスメントを行い、個別サービス支援計画を作成します。個

別サービス支援計画（写し）を受託居宅介護支援事業者へ提出します。 

 

 ⑤サービス事業の提供 →総合事業利用手続きフローチャート⑤を参照（4 頁） 

介護保険サービス事業者がサービス事業を実施します。 

【利用状況報告】 

指定介護保険サービス事業者（現行相当サービス、サービス A）は事後アセスメントを

行い、その結果を受託居宅介護支援事業者等に報告を行います。様式は従来どおり各サー

ビス事業所の任意様式等です。 

 

⑥モニタリング・評価 →総合事業利用手続きフローチャート⑥を参照（4 頁） 

【モニタリング】 

サービス提供開始月の翌月から起算して３ヶ月に１回は、利用者・家族と面接して、モニ

タリングを実施し、「介護予防支援経過記録」に記載する。利用者に著しい変化があった場

合も同様に、訪問・面接が必要です。 

 

【評価：おおむね年に 1 回】 

ケアマネジメント A 

（現行相当サービス、サービス A） 
個別サービス支援計画は必要 

ケアマネジメント C 

（訪問型サービス B、食の自立支援事業等） 
個別サービス支援計画は不要 

ケアマネジメント A 

（現行相当サービス、サービス A） 
モニタリングは必要 

ケアマネジメント C 

（訪問型サービス B、食の自立支援事業等） 

モニタリングは不要。ただし、利用者の状況に

変化があった際に、適宜サービス提供者等か

ら受託介護支援専門員等に連絡する体制を作

っておくことが重要である。 

評価（プラン終了月） 

プラン終了月に、利用者宅へ訪問・面接し、達成

状況を確認し、「介護予防支援サービス評価表」

を作成する。 

プランを変更する場合 
「介護予防支援サービス評価表」に基づき、ケア

プランの見直しを行う。 

プランを終了する場合 下記の「利用終了」を参照 

７ 



【利用終了】 

受託居宅介護支援事業者等は利用者が改善・要支援・要介護認定・転出・死亡などサー

ビスや事業の利用終了について、利用者・家族等に説明を行い、「介護予防支援経過記録」

にその旨を記載する。 

受託居宅支援事業者は地域包括支援センターへ利用終了を連絡し、翌月関係書類を提出

する。 

 

 

 

 

 

⑦給付管理 →総合事業利用手続きフローチャート⑦を参照（4 頁） 
給付管理は、現行相当サービス及びサービス A が該当します。 

【サービス提供票（実績が入っていない）の事前提出】 

受託居宅介護支援事業者等は、サービス提供月の前月末に「サービス利用提供票」を介

護保険サービス事業所へ提出します。 

 

【実績状況報告】 

介護保険サービス事業者は「サービス提供票（実績入り）」を受託居宅介護支援事業者等

に提供の翌月初旬に提出します。 

 

【給付管理】 

受託居宅介護支援事業者等は介護保険サービス事業者から「サービス提供票（実績入り）」

を受け取り、サービス利用実績を確認します。 

受託居宅介護支援事業者は、「利用者一覧表と給付管理票及びサービス利用票（実績入

り）」を作成し、翌月５日までに地域包括支援センターに提出します。 

 

【介護報酬請求】 

地域包括支援センターが給付管理票及び利用票をもとにシステムにデータ入力し、「給付

管理票」、「介護予防・日常生活支援総合事業費明細書」を国保連へ伝送します。 

介護保険サービス事業者は介護報酬を国保連へ請求します。 

 

【委託料支払】 

地域包括支援センターは介護報酬審査月の翌月末までの間に国保連を通じて受託居宅介

護支援事業者へ、ケアプラン作成委託料を支払います。 

 

  

 

 

提出書類： 

「介護予防支援サービス評価表」  

「介護予防支援経過記録」 
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⑧事業実施報告 →総合事業利用手続きフローチャート⑧を参照（4 頁） 
事業実施報告は、訪問型サービス B、食の自立支援事業が該当します。 

【実績状況報告・委託料支払】 

サービス事業者は「事業実施報告書（訪問型サービス B、食の自立支援事業の各事業に

もとづく様式）」を高齢者支援班に翌月 10 日までに提出します。高齢者支援班は委託料を

サービス事業者に支払います。 

 

【委託料支払】 

地域包括支援センターは請求月の翌月末までの間に国保連を通じて受託居宅介護支援事

業者へ、ケアプラン作成委託料を支払います。 

 

 

８ 介護予防ケアマネジメントの概要 

 ①介護予防ケアマネジメントの実施者 

            地域包括支援センター及び地域包括支援センターから委託を受けた居宅介護支援事業

所です。 

 

 ②介護予防支援と介護予防ケアマネジメントの違い 

介護予防支援 現在のケアマネジメント類型 

介護予防ケアマネジメント A 
新たに加わるケアマネジメント類型 

介護予防ケアマネジメント C 

     

③介護予防ケアマネジメントの類型とサービス 

  利用するサービスによってケアマネジメントの類型が異なります。 

ケアマネジメント類型 サービス 

介護予防支援 
○介護予防サービスのみ 

○介護予防サービスとサービス事業の併用 ※１ 

介護予防ケアマネジメント A 
○訪問介護相当サービス・通所介護相当サービス 

○訪問型サービス A・通所型サービス A ※２ 

介護予防ケアマネジメント C ○訪問型サービス B、食の自立支援事業等 ※３ 

   

※１ 例えば、介護予防福祉用具貸与と訪問介護相当サービスの併用があります。 

     例えば、介護予防通所リハビリと訪問介護相当サービスの併用があります。 

      

  ※２ 例えば、訪問介護相当サービスのみの利用があります。 

     例えば、通所介護相当サービスのみの利用があります。 

     例えば、訪問介護相当サービスと通所介護相当サービスの併用があります。 
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  ※３ 例えば、訪問型サービスＢのみの利用があります。 

     例えば、食の自立支援事業のみの利用があります。 

     例えば、一般介護予防事業（住民主体の通いの場等）のみの利用があります。 

     例えば、民間の配食サービスのみの利用があります。 

     例えば、地域住民による生活支援（買い物、ゴミ出し、安否確認等）のみの利用が

あります。  

 

 ◆特定介護予防福祉用具購入、介護予防住宅改修、介護予防居宅療養管理指導に関すること 

 

④介護予防ケアマネジメントの類型 

種類 ケアマネジメント A ケアマネジメント C 

性格 
原則的なケアマネジメント 

介護予防支援と同一 
緩和した基準によるサービス 

サービス 
現行相当サービス及び 

サービス A 

訪問型サービス B、食の自立支援事業 

一般介護予防事業、民間の配食事業 

地域住民による生活支援等 

ケアプラン 
従来の厚労省方式（介護予

防サービス・支援計画書） 

従来の厚労省方式で網掛け部分は省略でき

る様式 

ケアマネジメ

ントに係る 

必須様式 

介護予防サービス・支援計

画書、利用者基本情報 

基本チェックリスト 

介護予防サービス・支援計画書（ケアマネ

ジメント結果等記録表）、利用者基本情報、 

基本チェックリスト 

サービス 

担当者会議 
する 

しない ※ただし、訪問型サービス B のみ

実施する。 

モニタリング ３か月毎に訪問する しない 

評価 する 
する ※年に 1 回、訪問型サービス B と食

の自立支援事業のみ実施する。 

 

 

 

 

介護予防支援 

介護予防サービスとサービス事業を併用する場合は、区分支給

限度額の範囲内で一体的に給付管理を行います。 

（特定介護予防福祉用具購入と介護予防住宅改修は区分支給限

度額の対象外なので、ここには該当しません。） 

介護予防 

ケアマネジメント 

特定介護予防福祉用具購入とサービス事業を併用する場合、又

は介護予防住宅改修とサービス事業を併用する場合、又は介護予

防居宅療養管理指導とサービス事業を併用する場合はここに該当

します。 
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９ 介護予防ケアマネジメント費 

 ①単価・加算について 

            利用するサービスによってケアマネジメントの類型が異なります。    

         

②初回加算の取り扱いについて 

            初回加算の算定については、基本的には指定居宅介護支援、指定介護予防支援におけ

る基準に準じます。 

○新規に介護予防ケアマネジメントを実施する場合は算定できます（介護予防ケア 

マネジメントの実施が終了して２月以上経過した後に、介護予防ケアマネジメントを 

実施する場合も含む）。 

○総合事業移行前に予防給付を受けていた者が、要支援の認定有効期間が満了した翌

月から、基本チェックリストによるサービス事業対象者として総合事業のサービスを

利用した場合、総合事業開始月に初回加算の算定を行うことはできません。 

 

③請求時の注意点 

       下記のとおり、例えば、本来のケアプランは介護予防支援ですが、どちらで算定する

かは「サービス利用実績」によって判断します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

④総合事業と要介護認定について 

    ○事業対象者として総合事業のサービスの提供を受けている方が、要介護認定を受け 

た場合、介護給付サービスの利用が開始するまでの間は、総合事業によるサービスの

利用を継続することができます。 

種類 ケアマネジメント A ケアマネジメント C 

単価 

支払頻度 

1 月あたり 4,300 円 

毎月支払い 

3,500 円 

初回・評価のみ 

加算 初回加算 3,000 円 初回加算 3,000 円 

介護予防介護予防介護予防介護予防ケアマネケアマネケアマネケアマネ

ジメント費で算定ジメント費で算定ジメント費で算定ジメント費で算定    

例えば、４月利用実績 

介護予防通所リハビリ 

            介護予防支援費で算定 

訪問介護相当サービス 

例えば、５月利用実績 

訪問介護相当サービス 

のみ           

                 

本来のケアプラン本来のケアプラン本来のケアプラン本来のケアプラン    

「「「「介護予防支援介護予防支援介護予防支援介護予防支援」」」」    

 

サービス利用： 

介護予防通所リハビリ

（介護保険サービス）

訪問介護相当サービス

（総合事業サービス） 

 

例えば、6 月利用実績 

介護予防通所リハビリ 

            介護予防支援費で算定 

訪問介護相当サービス 

11 

介護予防ケアマネジ

メント費で算定 



○総合事業のサービス利用と並行して要介護認定等申請をし、要介護認定を受けた後、

同月の中途で総合事業から介護給付サービスの利用に変更した場合は、同月末時点で

居宅介護支援を行っている事業者が、居宅介護支援費を請求することができます。 

 

10 介護予防ケアマネジメントにおける Q＆A 

  厚生労働省ホームページ「介護予防・日常生活支援総合事業 Q＆A」からの一部抜粋を掲

載しています。 

   

 

 

 

 

 

  （答）要介護認定は申請日に遡って認定有効期間が開始し、また要介護者はサービス事業

を利用することができないため、サービス事業のサービスを利用した事業対象者が要

介護１以上の認定となったことにより全額自己負担となることを避けるため、介護給

付の利用を開始するまでの間はサービス事業によるサービスの利用を継続すること

を可能としている。お尋ねの場合、要支援認定申請と同時に、給付サービスである福

祉用具貸与の利用を開始しているため、申請日に遡って要介護者として取り扱うか、

事業対象者のままとして取り扱うかによって、下記の考え方となります。 

     ① 要介護者として取り扱うのであれば、事業のサービスは利用できないため、総

合事業の訪問型サービスに利用分が全額自己負担になり、福祉用具貸与のみ給付

対象となる。 

     ② 事業対象者のままとして取り扱うのであれば、総合事業の訪問型サービスの利

用分を事業で請求することができ、福祉用具貸与が全額自己負担となる。 

 

 

 

 

 

   （答）介護予防居宅療養管理指導は、区分支給限度基準額が適用されないサービスであ

り、また医師の指示の元に実施されるサービスであり給付管理を行わないことから、

介護予防支援費の支給対象外サービスとされている。 

      しかしながら、（平成 26 年９月 30 日版 Q＆A の第４問 11 にあるように）一

般介護予防事業のみということになった場合でも、あるいは総合事業以外の民間サ

ービス等に繋いだ場合でも、ケアマネジメントのプロセスは行われていることから、

その実施月の報酬は請求できるとしているところ。 

      お尋ねの場合も、ケアマネジメントにより介護予防居宅療養管理指導の利用につ

なげていることから、そのプロセスに着目し、ケアマネジメント C としてお示しし

問：基本チェックリストによりサービス事業対象者として介護予防ケアマネジメントを

申請し、総合事業の訪問型サービスを利用していた者が、要支援認定申請を行い、介護予

防支援の暫定プランに基づいて総合事業の訪問型サービスと福祉用具貸与を利用してい

たところ、要介護１と判定された場合は、総合事業の訪問型サービスの利用分は全額自己

負担になるのか？ 

問：総合事業の介護予防ケアマネジメントの結果、介護予防居宅療養管理指導の利用につ

なげた場合、介護予防ケアマネジメント費を支払うことができるか。また、支払可能な場

合、ケアマネジメント C と考えて良いか。 
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ているように実施月のみ介護予防ケアマネジメント費を支払うことは可能と考え

ている。 

 

 

 

 

 

 

   （答）制度改正に伴って、住所地特例対象者の介護予防ケアマネジメントは、施設所在 

市町村となるため、介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書は、施設所在市町

村に届け出ることとなる。 

     一方、保険者市町村は、介護予防・生活支援サービス事業対象者を登録したうえで、

被保険者証を交付することが必要であり、施設所在市町村は、届出を受け取ったと

きは、速やかに保険者市町村に届出書の写しを送付等することが必要である。 

     

11 ホームページ・参考資料 

   ○厚生労働省ホームページ 

    介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて 

    介護予防・日常生活支援事業 Q＆A 

   ○介護予防・日常生活支援総合事業における介護予防ケアマネジメント（第 1 号介護予 

防支援事業）の実施及び介護予防手帳の活用について[介護保険最新情報 Vol.484] 

   ○平戸市ホームページ 

     

12 介護予防ケアマネジメントに関する様式 

○被保険者証＜従来の様式＞ 

○平戸市版ケーススクリーニング 様式１＜新様式＞  

○基本チェックリスト＜従来の様式＞  

○介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書＜新様式＞  

○委任状＜新様式＞  

○利用者基本情報＜従来の様式＞ 

○介護予防サービス・支援計画書＜従来の様式＞  

○介護予防サービス・支援計画書（ケアマネジメント結果等記録表）＜新様式＞  

○介護予防支援経過記録＜従来の様式＞ 

○介護予防支援サービス評価表＜従来の様式＞ 

 

 

 

問：住所地特例対象者が施設所在市町村で総合事業のサービス事業対象者となった場

合、介護予防ケアマネジメント依頼書は、保険者市町村に提出することでよいか。その

際、サービス事業対象者である旨を記載した被保険者証の発行は、依頼書が提出された

タイミングで保険者市町村が発行することでよいか。 
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④

氏名：　　　　　　　　　　　　　　　　　　年齢：　　　　　歳　　　性別（ 男 ・ 女 ）　　　記入日： H   　年 　  　月　  　日

⑤

服薬や病気の管理のために、訪問看護サービスの利用目的がある場合

⑥

杖をついたり、歩行器を使用してもひとりで歩くことができない場合（車いすに乗っている。
寝たきりである。）

認知症の悪化により、日常生活に支障をきたしている場合（買う品物を忘れてしまうため、
必要なものをひとりで購入することができない。料理をする段取りを覚えていられないた
め、料理がひとりでできない。洗濯機の操作や掃除の段取りがわからず、家事の遂行が
できない。）

入浴や体を洗う行為がひとりでできないため、清潔を保つためのサービス利用を目的とす
る意向が強い場合

１　該当箇所にチェックしてください。必要事項があれば記入してください。

　　　　　　　　　　　　　　　平戸市版ケーススクリーニング　　　　　　　　　　　　　　　平戸市版ケーススクリーニング　　　　　　　　　　　　　　　平戸市版ケーススクリーニング　　　　　　　　　　　　　　　平戸市版ケーススクリーニング　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　様式１

その他⑦

自宅内での移動、浴槽が深いなどの理由から住宅改修による手すり等の設置が必要な
場合や福祉用具のレンタルや購入の希望が明確な場合

家族の介護力の問題で、長時間の預かりを求めている場合（不適切な介護や高齢者虐待
の疑いなどで、定期的に家族との分離としてショートステイの利用が必要な場合など）

①

②

③

相談に来所した６５歳以上の高齢者に対し、以下の視点で要介護認定及び基本チェックリストの実施の必
要性について判断します。

□

屋内移動

屋外移動

入浴

階段昇降

更衣

□□

□

□

□

□

□

２　該当箇所にチェックしてください。必要事項があれば記入してください。

している できるがしていない
一部介助であれば

できる
全て介助が必要 特記事項ＡＤＬ項目

整容

トイレ行為

認知症状

服薬管理

□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

食べる・飲む □

□

□□

□

□

□

□

□

□

□

□

□

移乗 □

地域包括支援センター運営マニュアル等参照

入院
　入院していない　・　退院済み　・　退院予定　・　退院未定

　 入院期間 ： 平成　　年　　月　　日   ～  平成　　年　　月　　日

　なし　・　あり　

利用希望
サービス

□

□

□

□

□

□

□

□
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介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書 

 

区  分 

新規 ・ 変更 

被 保 険 者 氏 名 被 保 険 者 番 号 

フリガナ                                           

    

個 人 番 号 

            

生 年 月 日 性 別 

明・大・昭   年    月   日 男 ・ 女 

介護予防ケアマネジメントを依頼（変更）する地域包括支援センター 

地域包括支援センター名  地域包括支援センターの所在地 〒859-5192 

 

平戸市地域包括支援センター 

 

 平戸市岩の上町1508番地3 

電話番号 0950 ( 22 ) 4111                  
介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業者 

※居宅介護支援事業者が介護予防ケアマネジメントを受託する場合のみ記入してください。 

居宅介護支援事業所名  居宅介護支援事業所の所在地 〒 

 

 

 

 

電話番号   (   )                      

居宅介護支援事業所を変更する場合の理由等 

※変更する場合のみ記入してください。 

 

                      変更年月日 

（平成    年   月   日付） 

平戸市長 様 

  平戸市地域包括支援センターに介護予防ケアマネジメントを依頼することを届け出します。 

 

  平成   年   月   日 

被保険者 
住 所 平戸市 

氏 名                印 
電話番号  (   ) 

確認欄 

□ 被保険者資格 □ 届出の重複 

□ 介護予防支援事業者事業所（地域包括支援センター）番号  

 ４４４４    ２２２２    ００００    ００００    ７７７７    ００００    ００００    ００００    １１１１    ３３３３     

（注意）１ この届出書は、介護予防ケアマネジメントを依頼する事業所等が決まり次第速やかに平戸市へ 

提出してください。 

２ 介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業所を変更するときは、変更年月日を 

記入のうえ、必ず平戸市へ届け出てください。 

届け出のない場合、サービスに係る費用を一旦、全額負担していただくことがあります。 

   ３ 住所地特例の対象施設に入居中の場合は、その施設の住所地の市町村の窓口へ提出してください。    

様式第 2 号（第８条関係） 
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委 任 状 

 

平戸市長様 

平成  年  月  日  

 

（委任する方）住所               

氏名            印  

 

 私は、次の者を代理人と定め、介護予防・日常生活支援総合事業の利用手続き

について次の権限を委任する。 

 

 

（代理人）住所                 

 

氏名              印  

 

続柄                 

 

 

 

 

委任事項（該当する□に✓印を入れてください。） 

    □事業対象者通知の受領 

    □介護保険被保険者証の受領 

    □負担割合証の受領 
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